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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成30年12月6日(2018.12.6)

【公表番号】特表2018-500545(P2018-500545A)
【公表日】平成30年1月11日(2018.1.11)
【年通号数】公開・登録公報2018-001
【出願番号】特願2017-524467(P2017-524467)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｔ   1/20     (2006.01)
   Ｇ０１Ｔ   1/161    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｔ    1/20     　　　Ｂ
   Ｇ０１Ｔ    1/20     　　　Ｃ
   Ｇ０１Ｔ    1/20     　　　Ｅ
   Ｇ０１Ｔ    1/20     　　　Ｇ
   Ｇ０１Ｔ    1/161    　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成30年10月25日(2018.10.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線の検出のためのハイブリッドシンチレーションモジュールであって、
　－少なくとも２つのシフトされたアレイのスタックとして配置されたピクセル化された
シンチレーションアレイ（１）と、
　－台形形状を有する少なくとも第１のモノリシックシンチレーションプレート（２）と
の組み合わせを含み、
　前記ピクセル化されたシンチレーションアレイ（１）は、ハイブリッドシンチレーショ
ンモジュールの前面にあり、かつ前記モノリシックプレート（２）は、前記ピクセル化さ
れたシンチレーションアレイ（１）の背面にあることを特徴とするハイブリッドシンチレ
ーションモジュール。
【請求項２】
　モノリシックシンチレーションプレート（２）は、少なくとも２つのスタック層（８）
に分割されることを特徴とする請求項１のハイブリッドシンチレーションモジュール。
【請求項３】
　少なくとも光拡散窓をさらに含むことを特徴とする請求項１または２のハイブリッドシ
ンチレーションモジュール。
【請求項４】
　範囲１．４＜ｎ＜１．８以内の屈折率ｎを有する少なくとも屈折光学結合化合物をさら
に含むことを特徴とする請求項１から３のうちいずれか１つのハイブリッドシンチレーシ
ョンモジュール。
【請求項５】
　モノリシックシンチレーションプレート（２）およびピクセル化されたシンチレーショ
ンアレイは、同じシンチレーション材料または異なるシンチレーション材料から作成され
ることを特徴とする請求項１から４のうちいずれか１つのハイブリッドシンチレーション
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モジュール。
【請求項６】
　ピクセル化されたシンチレーションアレイ（１）の厚さは、モノリシックシンチレーシ
ョンプレート（２）の厚さより小さい、モノリシックシンチレーションプレートの前面の
ピクセル化されたシンチレーションアレイ（１）を含むことを特徴とする請求項１のハイ
ブリッドシンチレーションモジュール。
【請求項７】
　互いの上に、少なくとも２つのシフトされたアレイのスタックとして配置されたピクセ
ル化されたシンチレーションアレイ（１）を含むことを特徴とする請求項１のハイブリッ
ドシンチレーションモジュール。
【請求項８】
　シンチレーションアレイは、粗く切断され研磨されていないことを特徴とする請求項１
のハイブリッドシンチレーションモジュール。
【請求項９】
　請求項１から８のうちいずれか１つで定義されたハイブリッドシンチレーションモジュ
ールおよび少なくとも光検出器（４）を含むことを特徴とするハイブリッドシンチレーシ
ョン装置。
【請求項１０】
　光検出器表面でシンチレーション光円錐の平面２次元分布から放射線変換イベントの位
置に関する３次元情報を抽出するための手段をさらに含むことを特徴とする請求項９のハ
イブリッドシンチレーション装置。
【請求項１１】
　前記手段は、光検出器表面でシンチレーション光円錐の平面２次元分布から放射線変換
イベントの位置に関する３次元情報を抽出する３次元空間微分アルゴリズムである請求項
１０のハイブリッドシンチレーション装置。
【請求項１２】
　放射線は、ガンマ線であることを特徴とする請求項１から８のうちいずれか１つのハイ
ブリッドシンチレーションモジュールまたは請求項９から１１のうちいずれか１つのハイ
ブリッドシンチレーション装置。
【請求項１３】
　シンチレータセンサからさらに離れて光を搬送するために、ハイブリッドシンチレーシ
ョンモジュールと光検出器（４）との間に光ファイバの光ガイド（９）をさらに含むこと
を特徴とする請求項９から１２のうちいずれか１つのハイブリッドシンチレーション装置
。
【請求項１４】
　核医学イメージングにおいて請求項１から８のうちいずれか１つで定義されたハイブリ
ッドシンチレーションモジュールまたは請求項９から１３で定義された装置を使用する方
法。
【請求項１５】
　核医学技術は、単一光子放射コンピュータ断層撮影，ＳＰＥＣＴである請求項１４の使
用する方法。
【請求項１６】
　核医学技術は、陽電子放射断層撮影，ＰＥＴである請求項１４の使用する方法。
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